
 

  

経営 

・持続化給付金（国）や休業要請支援金（府）の対象外事業者への支援 

    中小法人等２０万円、個人事業者等１０万円 令和２年１月～７月までの何れか月の 

    売上が２０％以上５０％未満減少した事業者様への支援となります。 

７月３日から受付 申請方法は大東市のホームページから申請書をダウンロードして記入し、 

必要書類とともに郵送（大東市役所 政策推進部産業復興課 電話番号 072-870-9620） 

 

★6 月議会一般質問をおこないました。 

発行：さかい後援会    

 

スマイル 

【前向きに検討を頂いている主な内容】 

●全市公共交通・交通空白地域について。 

 

答弁：今年度は、公共交通に関する基本計画を策定 

し『誰もが安心・安全に利用できる利便性の 

高い公共交通の実現』を図るためしっかりと 

基本計画を策定してまいります。 

 

●特別警戒地域や高齢者世帯などへの防災ラジオ 

の無償配布について。 

 

答弁：防災無線デジタル化工事完了後、高齢者所帯・ 

土砂災害危険区域地域に 3 月配布予定。 

 

●故人様亡き後、手続きの多さ・煩雑さについての 

ご相談を多々お受け致します。ご相談を受け市役所 

内に「おくやみコーナー」創設や「おくやみハンド

ブック」の提案をさせて頂きました。 

 

答弁：よりわかりやすいご案内が出来るように 

おくやみハンドブックを前向きに検討して 

していきます。 

 

声を聞く力が 地域をひらく！ 
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発行：さかい一樹後援会 

通信 
さかい一樹 

大東市北条 7丁目 1-1-105  TEL/FAX：072-876-0280 
 

 

 

 

★センサー付き防犯ライトを設置 

地域の方からのご要望で実現しました。 


